
本学教職員等に配布する給与等支給明細書への広告掲載を募集します。

企業、事業所などの宣伝・広告、イベントの告知など様々な用途にご活用ください。

平成29年度の応募方法等は以下のとおりです。

《広告媒休》

給与等支給明細書への広告募集

配布枚数等

※給与支給日が休日の場合は、支給日の前日又は前々日となる。なお、 7刃は18日となる。

配布

《広告の規格》

掲幟場所:給与支給明細書及び賞与支給明細書の明細印刷の余白棚

掲載サイズ:別紙サンプルの範囲(縦5CmX横18Cm以内)

広告の色:モノクロ(広告の掲載時は電子データ(.ルg、.bmP等)でお願いします。)

日

約2,000 部綱(回) 12 回/年

給与支給明細書

《募集時期》

下記のとおり半期毎に募集します。(本年皮の上半期は6月~9月)

当該半期分をまとめて応募いただきます。

原則毎月17日

6~9月配Υ分給与支給仔パ*

10~3河配布分給与支給明細書及び

12河賞与支給明細書

《申込方法》

広告掲戦申込書に必要事項を記入し、広告の原稿又は図案、会社概要等及び広告掲載料見

積書を添付し、上記期限までに持参又は郵送(必着)してください。

申込みにあたっては、国立大学法人浜松医科大学有判,広告掲幟取扱要項を必ずお統みくだ

さい。

約 1,200 部/回 2 回/年

賞与支給明細書

、 1J

6月30日,12 阿 8日

、{

《広告掲載料・標準額》

縦 5C mX横 9C m 20,000円/月(回)、縦 5C mX横 18C m 如,000円/月(回)

※広告掲載料は、指定する日までに本学の請求書により納入してください。

《決定方法》

応募いただいた広告内容を本学で審議します。

掲載に適すると認められる広告の応募が複数ある場合は、広告掲載料見稙額が最も高い応

募を優先します。なお、広告掲載料が同額の場合は抽選により決定します。

決定の後は、広告掲載決定通知書により広告掲載又は広告不掲載の旨通知します。

5月17日

広告掲載申込書提出期問

8月1日(火)~ 9月11日伊D

ノ

《申し込み・問い合わせ先》

国立大学法人浜松医科大学会計課総務係長:大保、課長補佐:三浦

〒431-3192 浜松市東区半田山1-20・1 TEL :053-435-2123、 2124

30日ψく)二

二6



給

会社名称

会社コード

与(支給明細)
機闡

〒拝偶分

25

舶9

その他

紐昇俸

恕過

1帥 125

舶9 999

富目血手豈

所侭名称

所照コート

俸軸名

99 -999

動務時間

135

支給項目

9,999,999

井躋糎励

999 999

通軸手当

支給項目支給項目

9,999.999 999,999

厚生年壷保肢介韻幽壷避軸婆年壷

控除項控除項控除項目
9羽,99 999,99 999999

軸与廟聞

所

元号

支一

属

999

999

岨゛軸義幸豊

1印 支給項目支給項目
999 9.999,999 99.999,9的

胎与趣宝帖韻 共済短鳳

器 巨生年金保感料支給項目2金額
迦燧等年金軸付99999.999

労血保敢数坪税壷鶴 所侍慢

控除項
999.99 9.999.9 9.999,999

控除項目
999,999

明年明月

150

減 頗

備考

社員名称

社員番号

999.999,999

999999,999

崩東手墨

1日~

氏名

財形一般

財形年金

財形住宅

本帖窒軸鳳

明月

支給項目

9,999,999

軸飽手妻

蛤堆車当 口埋燧゛当扶妻手出

支給項目支給項目支給項目
9.999999 9.999.999 9.999,999

物任雑勝要仲擦僻蒜季当

明日

支給項目

支給項目

支給項目

社員番号

社員名称

氏

支給項目支給項目
99,999.999 9999.999

99縁 99.999.999

99縁 99.999.999

99縁 99.999.999

冨舎貴住侵税共矯貸付轟
躋金

999.99 9,999,9

999.99 9.999,9 9,999,9

瑚金主雑驫

9.999,999 9.999.999 9,999999

9999f

生命保険

差押

個人型DC

鳳塾風

名

櫛9

9999

支給項目

支給項目

支給項目

手衰諭

支粘項目
9.999.999

軸与主姑黒計

住昌手豈

明細予

支給項目
9.999.999

rT'1

単身赴任革当

999.999999

999,999,999

財劃貯吾験兵躋貯金

支給項目

9,999999

9.999.9

9.999.9

社会^斜黒計

99.999,999

99,999999

面件幌身憾+の他
岐

9.9999 999999

9.9999 999999

999.999

999.999

旨' 5 (' m

所僻慢累計

99999,999

99999999

^頗含計

支払年

1宙i' 9 C 11'1

9.999999

99舶舶9

会社名称

支払月分

関

給与

給与の支給明細は、この封筒の内側に印刷してありますのでお確かめください

所属コード

所属名称

所 属
年
機



(趣旨)

第1条との要項は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)が発

行する印刷物等に、企業等の広告を有料で掲載する場合の取扱いに関し必要な事

項を定める。

(印刷物等の指定)

第2条広告掲載できる印刷物等の範囲は、別表第1のと給りとし、その印刷物等は

学長が指定するものとする。

2 印刷物等を所管する理事又は副学長(以下「理事等」という。)は、あらか.じ

め対象印刷物等申請書(別記様式第1号)により総務企画室の審査を経て学長に

申請し、許可を得なければならない。

(広告掲載基準)

第3条印刷物等に広告の掲載ができる者は、印刷物等を所管する理事等が適当で

あると認めた企業等とする。

2 前項の規定にかかわらず、広告の内容が炊の各号のいずれかに該当するもの

は、その掲載を許可しない。

(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

②特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの

③宗教活動に関するもの

④個人若しくは団体の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうぉそれが

あるもの

⑤公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122

号)第2条に規定する営業に関するもの

⑦たばこの広告や喫煙を促すもの

⑧取引商品等の性質上、消費者との問題発生が想定されるもの

(9)社会的批判を引き起こすおそれがあるもの

aのその他理事等が不適当であると認めるもの

(広告掲載の割合等)

第4条掲載される印刷物に占める広告の割合及び掲載場所は、当該印刷物等の趣

旨を損なわない範囲でなけれぱならない。

(広告掲載の募集)

第5条広告掲載の募集は、学内の掲示板又は大学のホームページ等により、周知

するものと司、る。

(広告掲載の申込み)

第6条広告掲載を希望する企業等(以下「広告依頼者」という。)は、広告掲載
申込書(別記様式第2号)に広告の原稿を添えて、理事等に申し込むものとす

る。

(広告掲載の決定通知等)

第7条広告掲載の申込みを受けた理事等は、掲載の可否を決定し広告依頼者に広

告掲載決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。ただし、掲載
の可否の理由については公表しない。

2 理事等は、当該広告の掲載を決定したときは、学長及び理事(財務担当)にそ

の概要を綴告するものとする。

(広告依頼者の責任)

0国立大学法人浜松医科大学有料広告掲載取扱要項
(平成29年3月24日要項第12号)



第8条広告の内容に関する責任は、広告依頼者が負うものとし、本法人はいかな

る責務も負わないものとする。

2 広告原稿の作成に係る経費は、広告依頼者の負担とする。

3 広告原稿にイラスト、写真及ぴロゴ等を使用する場合は、広告依頼者において

著作権等関係法令の確認及び必要な手続を行うものとする。

(広告の規格及び掲載料)

第9条広告の規格及び掲載料標準額は、別表第2のとおりとする。ただし、印刷物

等の発行部数・配布規模等により標準額を増減することができる。

2 前項の規定により標準額を減ずる場合は、第7条の広告掲載の決定を通知する前

に、理事(財務担当)の承認を受けるものとする。

(掲載料の納入)

第10条広告依頼者は、本法人が発行する請求書に基dき定められた期日までに掲

載料を本法人ヘ一括納入するものとする。

(掲載料の返還)

第11条納入された掲載料は、原則として返還しないものとする。

2 掲載料の納入完了前において、広告依頼者から掲載の取下げの申出があったと

きは、掲載料を徴収しないことができるものとする。

(広告収入)

第12条広告による収入金については、学校又は病院に帰属させるものとする。

附則

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

別表 1( 2条関係)

教職員に対し使用する印刷物

別表第2(第9条関係)

印刷物等の範囲

縦50mX横9Cm以内

和柘叩X横180m以内

縦10omX横90m以内

縦10cmX横18血以内

縦12.5CmX横18血(A4版半面)

縦250ⅢX横18伽(A4版全面)

上記掲載料標準額は発行部数1,000部超の印刷物で設定している。
※複数の応募が訪る場合は、標準額を最低価格として競争によザ掲載料を決定す

規格

る。

別記様式第1(第2条第2項関係)
対象印刷物等申請書

鴎嚇氏参照]

別記様式第2(第6条関係)
広告掲載申込書

賜lj紙参照]

別記様式第3(第7条関係)

"易載当たりの標準額(税
込み)

20,000円

40,000円

40,000円

70,000円

80,000円

150,000円



別記様式第1号(第2条第2項関係)

浜松医科大学長殿

国立大学法人浜松医科大学有料・広告掲載取扱要項第2条第2項の規定に基づき、対象印刷

物としての指定について申請Lまt。

対象印刷物等名

対象印刷物等申

平成

作成予定部数

年

(理事等)

月

詐j

作成予定月

日

書

主な配布予定先
イ飾互皆

(広告の期闇等)

【総務企画室審査日 月 日 第回会議にて審査ア承】



別記様式第2号(第6条関係)

(理事等) 殿

掲載申込書告広

国立大学法人浜松医科大学有料広告掲叔取扱要項第6条の規定に基づき、下記のとおり広

告掲戴を申込みます。

申請者住所(所在地)

平成

氏名(会社

広告掲載希望印刷物右

広告掲載希望年度又は回数

A 通年希望年度:平成年度(

回平成B 回数指定希望回数

平成

※A、 Bのいずれかに0を付けて下さい。

規格

CⅢ、イ黄縦 Cm

広告掲載料

2

連絡先電話番号

担当者氏名

午

団体の場合は、名称及び代表者名)

印

月 日

3

4

記

円

5 広告の内容(広告の仮原稿等掲載イメージのわかるもの)

(別添のとおり)

6 そのイ也

①申請に訪たっては、国立大学法人浜松医科大学有料広告掲載取扱要項を遵守Lます。

(2)広告の内容に著作権及び肖像椛の侵害のないことを確認しています。

月号

月号

回掲載)

月号、平成

月号、平成

〒

年
年

年
年



別記様式第3号(第7条関係)

(広告依頼者) 殿

平成年

しましたので、

月日付けで申込みのありました広告掲賊にっいて、下記のとおり決定

通知します。

広 掲載決定通知書

決疋区う)

口掲城する

口掲載しない

広告掲載印刷物名

広告掲載の種類(号数、回数、拶汎ヨ)

規格

広告掲載料

広告の内容

別添(写)のと浦り

広告原稿提出期限

平成年月日

広告掲載料納入期限

本法人が発行する請求書に記城された期限とtる。

平成

2

年

(理事等)

3

月

4

日

5

記

6

7

8

告


